
１ 統合の経緯

平成２０年１１月１８日「岡山県財政構造改革プラン」にて、岡山県で実施していた「岡山県高等学校

貸付奨学金」を、「（財）岡山県育英会へ移管し、現行の貸付枠で継続する」とされた。

２ 統合後の概要 ①岡山県育英会奨学金 ②岡山県高等学校貸付奨学金

※(注)高等専門学校、専修学校(高等課程等)、特別支援学校高等部については、若干の相違があるが、現行制度を維持する。

網掛けは、制度の異なるもの（異なっていたもの）
〔対象学校、成績・家計基準、併給等〕

 他の奨学金との併給の可否 一部否

申　請　先 在学している学校

問い合わせ先 財団法人　岡山県育英会　℡（086-226-7598）

有り（大学等在学中等　要申請）

 申請期間

４月中旬～５月中旬

予約制度の有無
有り（中学３年時の　９月中旬～１０月）

中学校に申請　※但し，修学奨学金は「生活保護」「市町村民税非課税・減免」世帯とする。

 返済方法

 最長返済期間 貸出期間の３倍（例：高校３年間借りた場合　９年間）

 口座振替可能金融機関 ゆうちょ銀行

 返済方法の種類 月賦・半年賦・年賦

 返還開始時期 貸与終了の１年後

 返還猶予の有無

自　　宅 ３０，０００円

自 宅 外 ３５，０００円

 貸与方法
年間振込回数 年４回（３ヶ月分)

奨学金振込先 ゆうちょ銀行

対象収入 保護者の年収（両親共働きの場合合算） 世帯の全収入

 貸 与 額

国公立
自　　宅 １８，０００円

自 宅 外 ２３，０００円

私  立

中等教育学校後期課程

 成 績 基 準 あり（３．２以上） なし（勉学の意欲あり）

 家計(収入）基準
認定基準 旧日本育英会の基準内

概ね生活保護受給基準の１．５倍内

市町村民税非課税・減免世帯

生活保護受給世帯

「岡山県高等学校貸付奨学金」事業の移管受入について

名　　　称
岡山県育英会奨学金

「育英奨学金」第一型 「修学奨学金」第二型

 対象学校
　(注)

国公立高等学校

○ ○私立高等学校


	改編（会議用理）

